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Ⅰ 経営事項審査申請と経営状況分析申請の流れ

　経営事項審査は、建設企業の企業力を審査する制度です。公共工事の発注機関は、入札参加に必要な資格基準
を定め、入札に参加しようとする建設企業の資格審査を行います。
　この資格審査では、建設企業の「経営事項審査の総合評定値（客観的事項）」と「発注者別評価点（主観的事項）」
を総合的に評定して格付けが行われます。建設業法により公共工事を発注者から直接受注する建設企業は経営事
項審査を受審することが義務づけられており、経営状況分析結果通知書は経営事項審査の総合評定値の請求の際
に必要なものとなります。

　

　

■　経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の有効期間

　　　７ヶ月

有効期間　１年７ヶ月

　　　申請の目安
　　　７月～８月頃

審査基準日
H21.3.31

審査基準日
H22.3.31

有効期限
H22.10.30

　 経営規模等評価結果通知書・総合
評定値通知書の有効期間は、該当の
審査基準日(例：H21.3.31）から１年
７ヶ月です。したがって、次年度の審
査結果を有効期限（例：H22.10.30）ま
でに受領しなければなりません。

　 許可行政庁の審査（ＸＺＷ）は多少
時間がかかるようですので、経営状況
分析（Ｙ）はお早めに申請いただくこと
をお勧めします。

　

　　資格審査のために「経営事
　項審査の結果書類」を公共工
　事の発注機関に提出します

工事経歴技術
能力等の評価

　　経営状況分析結果通知書を
　添えて、経営規模等評価の申
　請と総合評定値を請求します

　　経営規模等評価の結果が通
　知されます

　　総合評定値を請求される方
　はＰの結果も通知されます

点
数
に
よ
る
格
付
等

経営規模等評価　（Ｘ Ｚ Ｗ）

総合評定値の計算　（Ｐ）

資格審査

経営事項審査
結果による評価

（注） ご照会に時間を要する場合は、経営状況分
析結果通知書の発行に時間をいただく場合
があります

　　財務諸表等の申請書類は、勘定科目間の関
  係についても審査します
　　この場合、税務申告決算書、別表、勘定科
  目の内訳書等を１年分又は２～３年分確認させ
  ていただくこともあります

経営状況分析の受付と審査

経営状況分析申請書類
を審査します

経営状況分析
結果通知書の発行

　　代理人への受領を委任され
　ている場合は代理人に送付
　します

経営状況分析　（Ｙ）

  経営状況分析申請書類
  をご送付ください

　経営状況分析結果通知書
　を送付します

①

②③

④

⑤

経営規模等
評価の

申請書類

経営状況
分析結果通知書

を添付

客観点

発注者別
評価点

経営状況
分析申請書類

の作成

経営状況
分析結果通知書

の到着

経営規模等
評価の申請書類
の作成及び総合
評定値の請求

入札参加・資格
申請書類
の作成

経営状況分析機関 （登録番号 １ ）
CIIC 一般財団法人建設業情報管理センター

建設企業　（代理人）許可行政庁
（　国土交通大臣、都道府県知事　）

公共工事の発注機関
(　国、都道府県、政令都市、市町村等　）
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Ⅱ　経営状況分析の申請について

2-1　経営状況分析申請の概要

　経営状況分析申請に際しましては、当財団の約款【別冊付録１参照】をご一読のうえ、以下の要領でご申請ください。

1 分析申請書用紙の入手方法

(1) 当財団のホームページより入手する

(2) 郵送または直接窓口にて入手する

2 分析申請書類の送付先

(1) 　分析申請書類の送付先は下表にお示ししたとおりです。

(2)

　東日本地区（国土交通省中部地方整備局以東）のお客様 　北海道のお客様
　　（東日本支部地区担当 または 北海道事務所へお送りください。）

　　〒104-0045　東京都中央区築地２丁目１１番２４号 　

　　　　　　　　　　　　第２９興和ビル７階 　　〒060-0004　北海道札幌市中央区北４条西３丁目１番地

一般財団法人　建設業情報管理センター　東日本支部 　  　　　　　　　　　　北海道建設会館６階

一般財団法人 建設業情報管理センター　東日本支部
地区担当 TEL 03-3544-6903
地区担当 TEL 03-3544-6901
地区担当 TEL 03-3544-6902

　西日本地区（国土交通省近畿地方整備局以西）のお客様 　九州・沖縄地区および山口県のお客様
　　 　　（西日本支部地区担当 または 九州事務所へお送りください。）

　　〒540-0005　大阪府大阪市中央区上町Ａ番１２号 　

　　　　　　　　　　　　上町セイワビル９階 　　〒812-0013　福岡県福岡市博多区博多駅東３丁目１４番１８号

一般財団法人　建設業情報管理センター　西日本支部 　　　　　　　　　　　　福岡建設会館６階

一般財団法人 建設業情報管理センター　西日本支部
地区担当 TEL 06-6767-2801
地区担当 TEL 06-6767-2802
地区担当 TEL 06-6767-2803

3 分析手数料

(1) 　手数料は、13,500円（消費税等642円を含む）です。

(2) 　手数料の払込手続きは、以下のとおりです。

①Pay-easy（ペイジー）によるお支払い

　・主な郵便局・金融機関・コンビニエンスストアでお支払い（一部ネットバンキング対応）いただけます。

　・詳細を12～14頁に掲載しておりますのでご参照ください。ペイジーをご利用の場合、払込手数料は無料です。

②「Pay-easy」以外の振替払込票によるお支払い

　・郵便局または金融機関の窓口でお支払いいただけます。

　・払込手数料は申請者様のご負担となります。

　・「払込受付証明書」は、経営状況分析申請書の裏面右下に貼付してください。

  ※当財団では、平成２１年４月１日から経営状況分析の電子申請によるお取扱いを開始いたしました。「CIIC電子申請」のご利
　 　用による【電子申請割引】が適用される場合の分析手数料は、12,000円（消費税等571円を含む）となります。詳しくは当財団
　　 のホームページ＜CIIC電子申請のご案内＞ （http://www.ciic.or.jp/bunseki/electronic.html）をご覧ください。

九 州 ・ 沖 縄

近 畿

中 部 ・ 北 陸

092-483-2841
中 国 ・ 四 国

九 州 事 務 所 TEL

　分析申請書類は、当財団のホームページ（http://www.ciic.or.jp/） ＜経営状況分析申請について＞からダウンロード
（無料）してご利用いただけます。併せて分析申請書および財務諸表作成ツール『ＣＩＩＣ分析パック』もご用意しております
ので、是非ご利用ください。
　また、本手引き＜別冊付録２＞にも様式集を掲載しております。

　分析申請書用紙一式は、当財団支部・事務所【下表参照】で入手できます。ご希望の方は支部・事務所へご連絡くださ
い。無料でお送りいたします。
　また、行政書士会事務局、各都道府県の建設業協会および建設業協同組合でも入手できます（一部お取り扱いいただ
いていない団体もありますので、事前に当財団支部・事務所へご照会ください）。

　東日本支部・西日本支部のサービスセンターとして北海道事務所・九州事務所を設置しております。両支部と併せてご
利用ください。なお、支部と事務所は迅速な事務処理を図るため、相互に連携を取り審査を実施しています。

　申請方法は、郵送または持込となります。
　なお、持込により申請される場合は、平日の午前９時から午後５時までとなります。

北 海 道 事 務 所 TEL 011-222-2688

　※当財団では、平成２１年４月１日から経営状況分析の電子申請によるお取扱いを開始いたしました。【電子申請割引】プラン
　　 もご用意いたしましたので是非ご利用ください。詳しくは当財団のホームページ＜CIIC電子申請のご案内＞
　　　（http://www.ciic.or.jp/bunseki/electronic.html）をご覧ください。

北海道・東北
関 東
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① 経営状況分析申請書 ・ 当財団の様式をご利用ください。

《 ”ＣＩＩＣ電子申請”のご利用により ・ 記載例については別添資料をご参照ください。
「経営状況分析申請書への押印が不要」となります 》 ・

② 審査基準日直前１年分の財務諸表等 ・ 初めて申請いただくお客様は３年分の財務諸表が必要です。

【法　人】
建設業法施行規則様式第１５～１７号の２ ・
　（貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、
　　株主資本等変動計算書、注記表） ・

【個　人】
建設業法施行規則様式第１８～１９号
　（貸借対照表、損益計算書）

【連　結】…連結財務諸表による申請の場合
・

③ ｢減価償却実施額｣を確認できる書類(当期･前期)

【法　人】 ・
・

・
【個　人】

【連　結】…連結財務諸表による申請の場合 ・

④ ・ 商号・名称、代表者名、住所等に変更がある場合は変更届（写し）も併せて必要になります。

⑤ ・ 経営状況分析申請書の裏面右下に貼付してください。

《 ”ＣＩＩＣ電子申請”のご利用による分析手数料の ・ Ｐａｙ-ｅａｓｙ（ペイジー）をご利用の場合は、振替払込受付証明書はありませんので不要です。

『電子申請割引』プランをご用意しております 》

⑥ 兼業事業売上原価報告書

【法　人】【個　人】 ・
（建設業法施行規則別記様式第25号の9） ・

【連　結】…連結財務諸表による申請の場合 ・

⑦ 委任状の写し

・

⑧ 換算後の財務諸表

※

【連結財務諸表により経営状況分析を申請される方へ】

 『電子申請割引』のご案内

　　

※

初めて申請いただくお客様は３年分の兼業事業売上原価報告書が必要です。

振替払込受付証明書

建設業許可通知書の写し又は建設業許可証明書の写
し

提出は不要です。

損益計算書に「兼業事業売上原価」が計上されている場合に必要です。

当財団へのご申請は、簡単便利でお得な「CIIC電子申請」をご利用ください。

書　類　名 注　意　事　項

申請者の記名、押印が必要です。また、代理人申請の場合には代理人の併記、押印（申請者の
押印は不要）が必要です。

課税事業者のお客様は「消費税抜き」、免税事業者のお客様は「消費税込み」で作成してくださ
い。

注記表も必ず添付してください。
　法人のお客様は、分析に必要な注２　重要な会計方針(5) の「消費税及び地方消費税に相当す
る額の会計処理の方法」、注３　貸借対照表関係(2) の「保証債務、手形遡及債務、重要な係争
事件に係る損害賠償義務等の内容及び金額」（受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高の内
訳がわかるように）は必ず記載してください。

連結財務諸表（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株
主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書）

前期減価償却実施額について、前回申請時の当期減価償却実施額と変更がない場合には前期
について提出を省略することができます。

青色申告書一式の写し又は収支内訳書一式の写し
上記に加え、必要に応じ　その他減価償却実施額が確認でき
る書類の写し

「減価償却実施額」がゼロの場合、提出は不要です。
「減価償却実施額」の計上があり、左記の書類がない場合は、各支部または事務所の担当者まで
お問い合わせください。

有報提出大会社（注）以外の会計監査人設置会社である親会社については、「監査証明書の写
し」を提出することによって、親会社の経営状況の審査にその連結財務諸表を用いることができま
す。

税務申告書別表１６（１）及び同１６（２）の写し
上記に加え、必要に応じ　その他減価償却実施額が確認でき
る書類の写し

・ 決算期変更等で当期決算が１２ヶ月に満たないお客様は必要です。

受任者が経営状況分析結果通知書の受領を希望される場合は、必ずその旨を委任状へ記入して
ください。

提出は不要です。

・ 申請者より申請に関し何らかの権限について委任を受けている方は、委任事項を記した委任状の
写しが必要です。
　この場合には、経営状況分析申請書等の申請者欄に申請者の記名に併記して、受任者の記
名、押印が必要です。

上記、提出書類のほか、財務諸表の内容に確認が必要な場合には税務申告書類等（決算報告書、勘定科目内訳明細書、元帳等）の提出又は提示をお願いす
る場合があります。また、審査の内容によっては一度に纏めて提出又は提示のお願いができない場合がありますので、予めご了承ください。

・『電子申請割引』による分析手数料をPay-easy（ペイジ－）にてお支払いいただけるよう、Pay-easy払込用の支払番号（お客様番号および確認番号等）を別途ご案内
いたしますので、お手数でも分析手数料のお支払い前に「Pay-easy支払番号取得依頼票」または、「Pay-easy支払番号取り纏め依頼票」を最寄りのCIIC支部までFAXし
てください。

「CIIC分析パック」のご利用により①②⑥の書類を作成することができます（ただし、連結財務諸表の作成には対応しておりませんので、予めご了承ください）。

・「CIIC分析パック」を利用して財務諸表等をご入力いただき作成された”電子申請データ”ファイルにより「CIIC電子申請」をされる場合は、分析手数料が『電子申請割
引』12,000円（通常より1,500円割引）となります。

（注） 会社法（平成17年法律第86号）第２条第６号の規定に基づく大会社であり、かつ、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第24条の規定に基づき、有価証券報告
書を内閣総理大臣に提出しなければならない方

CIICホームページ＜経営状況分析申請について【連結財務諸表による申請の注意点等】＞に掲載の「連結財務諸表による経営状況分析を申請される場合の注意事
項等」をご覧ください。

お知らせ

2-2　経営状況分析の申請に必要な提出書類
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　当財団では、経営状況分析申請に必要な書類が簡単に作成できる便利な申請書類作成ソフト”CIIC分析パック”を無料でご用

意しています。

　”CIIC分析パック”は、「CIIC電子申請」にご利用いただく電子申請データファイルを簡単に作成することができます。更には、

「CIIC電子申請」のご利用による分析手数料の『電子申請割引』プランもご用意しています。

　また、これまでどおりペーパーに出力して郵送等によるご申請に利用していただくこともできます。

※『電子申請割引』の詳細は、当財団のホームページ＜CIIC電子申請のご案内＞（http://www.ciic.or.jp/bunseki/electronic.html）をご覧ください。

～～　CIIC分析パックの特徴　～～

・CIIC分析パックはExcel形式のソフトで当財団のホームページよりダウンロードすることができます。
・入力用シートの項目に従って必要事項を入力するだけで”経営状況分析申請書”および”財務諸表”
　等が簡単に作成できます。
・財務諸表作成においては、入力ミスを防ぐ計算チェック機能を組み込んでいますので、”うっかり入力
　ミス”を心配することなく、安心して作業をしていただくことができます。

”ＣＩＩＣ分析パック”は建設業法の規則改正にも迅速に対応し、
お客様にご提供しております。（随時バージョンアップを実施）

①パソコンへ分析パックをダウンロード

②”CIIC分析パック”を起動し、
 　　　　　　　シート名”入力●”の”入力欄”へ必要事項を入力

　「電子申請用のデータファイルを作成」ボタン
で”CIIC電子申請”に使用する

　 ファイルを作成できます

入力シート：法人の場合
（個人の場合は”入力１”～”入力２”）

③B:今までと同じように
　印刷もできます！

ＣＩＩＣホームページ
”CIIC分析パック”

をダウンロード

③A:電子申請の場合は
こちらのボタン！

　

　

　背景が黄色のセル
　が入力欄です。
　・色分けされている
　ので入力も楽々！

入力モレがないかの
チェック機能付です。
・安心して入力がで
きます

　

【CIIC分析パックのご利用上の注意点】

　・”CIIC分析パック”は『Excelのマクロ機能』
　　が無効となっている場合にはご利用いただく
　　ことができません。
　・パソコンの設定については、別途『CIIC分析
　　パックご利用の手順』（設定確認の手順書）を
　　ご覧ください。

Ⅲ　経営状況分析申請書の記載について

3-1　CIIC分析パックのご案内
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印

22 年

 3-2　経営状況分析申請書【記載例】

経営状況分析申請書
4 月 1 日平成

項 番

2

建設業法第２７条の２４第２項の規定により、経営に関する客観的事項の審査のうち経営状況の分析の申請をします。
この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

登録経営状況分析機関代表者

　東京都中央区築地２－１１－２４

 　　　　 理事長　　　　松　井　邦　彦　　殿 申請者　株式会社　鈴木組　代表取締役　分析　太郎

0 日

許可番号

0 4 月 1

第 9

申 請 年 月 日 ０１ 平成 2 年

0 国土交通大臣申 請 時 の 許 可 番 号 ０２ 0大臣
知事

コード 　　　　知事 9 9）－18特
許可 般 9 9 9年月日 1許 可平成（ 日年 0 3 月 109 号

許可番号

特
第

国土交通大臣
　　 　 知事

平成前回の申請時の許可番号０３ 大臣
知事

コード 日許可 般
（ ）－ 号

日

年月日

許 可
月

審 査 対 象 事 業 年 度 ０５

年

審 査 基 準 日 ０４ 平成 2 月0

12 0

1 年 36

0

0

0年
期間

平成 0 7 月 月 3日 ～ 至平成 62 1 年 ②0 日 処理の区分 ①

0 7
審査対象事業年度の 期間

０６

自

9 年

0 0

平成 2平成 1 処理の区分 ①

1 8 ～ 至

月 0 0 日 0 0

月

月 30 年1

0日

前審査対象事業年度 自 0 6～ 至日 ②

（１.法人　２.個人）

前 回 の 申 請 の 有 無

年７ 平成 平成年 0 7 1

単 独 決 算 又 は
連 結 決 算 の 別 １０ 1

審査対象事業年度の 期間
０ 9 0 ②3 0 日 処理の区分6前々審査対象事業年度 自

① 0月0 1

法 人 又 は 個 人 の 別 ０８ 1

０９ 2 （１.有　２.無）

（１.単独決算　２.連結決算）

１１ ス ズ キ グ ミ

１２ （ 株 ） 鈴

商 号 又 は 名 称

の フ リ ガ ナ

木 組
商 号 又 は 名 称

ブ ン セ キ 　 ウの フ リ ガ ナ
代表者又は個人の氏名

１３ タ

析 　

ロ

代表者又は個人の氏名 １４ 分

主たる営業所の所在地

太

2

郎

１５ 1 3
市 区 町 村 コ ー ド

1 0

主たる営業所の所在地
2築 地１６ 2 4－ 1 1 －

の 郵 便 番 号

-5

0

5

4 5 主 た る 営 業

1主たる営業所の電話番号 １７ -

当期減価償却実施額 １８  

0 65 63 19

01 0 4 －

，

 ， 2 1

 （千円）， 2 1 0 1，

0 ， 1 ，

(備考欄）

前期減価償却実施額 １９

ファックス番号　電話番号 　　

（千円）

連絡先

　総務部 分析　花子

２

氏名　　　

０

一般財団法人　建設業情報管理センター

一般財団法人建設業情報管理センター経営状況分析業務委託契約約款を承認のうえ申請します。

Tel 03-5565-6131
前々期減価償却実施額　　1,020千円 霞ヶ関行政書士事務所　霞ヶ関　二郎 Fax 03-5565-6131

03-5565-6191 03-5565-6240所属等　

印

ペン又は
ボールペンで記入する。

申請する日を記入する。

記載要領別表(1)の
国土交通大臣・

都道府県知事コードを
記入する。

代理人申請の場合は、申請者名と代理人の
氏名を併記し押印する。この場合、申請等に

かかる委任状の写しを添付する。
ゴム印でもよい。

法人の種類を表す文字に
ついてのフリガナは不要。

姓と名との間は
１カラム空ける。

全国地方公共団体コード
（総務省編）より記入す

る。
https://www.lasdec.or.jp
/cms/index.html を参照

記載要領を参照し記入する。
減価償却実施額がない場合

は０と記入する。

なお、項番１９は項番０９が１
の場合には記入を要しない。

申請者はカラム内に
記入しない。

この申請書を作成した方
について記入する。

行政書士等が作成した場合は、
氏名、電話番号、Fax番号を余白に記入する。

※前期当財団へ申請されなかった場合は、「前々期減価償却実施額」の
数値を余白に記入する。

なお、実施額がない場合は０と記入する。

右詰めで記入し、左余白は
”０”で埋める。

前回申請時の許可番号と異
なる場合のみ記入する。

記載要領を参照し記入する。
処理の区分①は必ず記入し、
処理の区分②は別表(2)に該

当する場合に記入する。

項番０４の審査基準日を
基準に記入する。

濁音・半濁音のある文字は、
１カラムで記入する。

ズ

ス ゛

市区町村に続くところから
記入する。

例：「東京都中央区築地
　　　２－１１－２４」の場合

”（”　”）”ではなく、
”-”（ハイフン）で継ぎ、
左詰めで記入する。

許可通知書の許可の”有効期間の開始日”を記入する。

○

×
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3-3　経営状況分析書の記載要領

記載要領

１ 申請者 の欄は この申請書により経営状況分析を受けようとする建設業者 以下 申請者 という の他に「 」 、 （ 「 」 。）

申請書又は第19条の４第１項各号に掲げる添付書類を作成した者 財務書類を調製した者等を含む 以下同じ が（ 。 。）

ある場合には、申請者に加え、その者の氏名も併記し、押印すること。この場合には、作成に係る委任状の写しそ

の他の作成等に係る権限を有することを証する書面を添付すること。申請者から何らの権限についても委任を受け

ずに申請書等を作成した者 いわゆる 代行申請 と呼ばれる場合を含む は 申請者欄への氏名併記 押印は不（ 「 」 。） 、 、

。 、 、 。要です また 作成に係る委任状の写し その他の作成等に係る権限を有することを証する書面の添付は不要です

２ 太枠（備考欄）の枠内には記載しないこと。

（ 「 」 。） 、 、 、３ で表示された枠 以下 カラム という に記載する場合は １カラムに１文字ずつ丁寧に かつ

カラムからはみ出さないように記載すること 数字を記載する場合は 例えば １ ２ のように右詰めで ま。 、 、

た、文字を記載する場合は、例えば 甲 建 設 工 業 のように左詰めで記載すること。

４ ０ １ 「申請年月日」の欄は、登録経営状況分析機関に申請書を提出する年月日を記載すること。

「国土交通大臣 「般５ ０ ２ 「申請時の許可番号」の欄の 及び は、不要のものを消すこと。知事」 特」

「大臣６ ０ ２ 申請時の許可番号 の欄の コード のカラムには 申請時に許可を受けている行政庁について別表「 」 、知事 」

(1)の分類に従い、該当するコードを記入すること 「許可番号」及び「許可年月日」は、例えば ０ ０ １ ２ ３。

４ 又は０ １月０ １日のように、カラムに数字を記載するに当たつて空位のカラムに「０」を記載すること。

「許可番号」及び「許可年月日」は、現在２以上の建設業の許可を受けている場合で許可を受けた年月日が複数あ

るときは、そのうち最も古いものについて記載すること。

７ ０ ３ 「前回の申請時の許可番号」の欄は、前回の申請時の許可番号と申請時の許可番号が異なつている場合に

ついてのみ記載すること。

８ ０ ４ 審査基準日 の欄は 審査の申請をしようとする日の直前の事業年度の終了の日 別表(2)の分類のいず「 」 、 （

れかに該当する場合で直前の事業年度の終了の日以外の日を審査基準日として定めるときは、その日）を記載し、

例えば審査基準日が平成15年3月31日であれば １ ５年０ ３月３ １ 日のように カラムに数字を記載するに当た、 、

つて空位のカラムに「０」を記載すること。

９ ０ ５ 「審査対象事業年度」の欄の「至平成 年 月 日」のカラムには審査基準日等を 「自平成、

年 月 日 のカラムには審査基準日の１年前の日の翌日等を次の表の例により記載し 例えば審査基」 、

準日等が平成15年3月31日であれば １ ５年０ ３月３ １ 日のように カラムに数字を記載するに当たつて空位の、 、

カラムに「０」を記載すること。

また 「処理の区分」の①は、次の表の分類に従い、該当するコードを記入すること。、

コード 処 理 の 種 類

00 12か月ごとに決算を完結した場合

（例）平成15年４月１日から平成16年３月31日までの事業年度について申請する場合

自平成15年４月１日 ～ 至平成16年３月31日

01 ６か月ごとに決算を完結した場合

（例）平成15年10月１日から平成16年３月31日までの事業年度について申請する場合

自平成15年４月１日 ～ 至平成16年３月31日

02 商業登記法（昭和38年法律第125号）の規定に基づく組織変更の登記後最初の事業年度その他12か月に満

たない期間で終了した事業年度について申請する場合

（例１）合名会社から株式会社への組織変更に伴い平成15年10月１日に当該組織変更の登記を行つた場

合で平成16年３月31日に終了した事業年度について申請するとき

自平成15年４月１日 ～ 至平成16年３月31日

（例２）申請に係る事業年度の直前の事業年度が平成15年３月31日に終了した場合で事業年度の変更に

より平成15年12月31日に終了した事業年度について申請するとき

自平成15年１月１日 ～ 至平成15年12月31日

03 事業を承継しない会社の設立後最初の事業年度について申請する場合

（例）平成15年10月１日に会社を新たに設立した場合で平成16年３月31日に終了した最初の事業年度に

ついて申請するとき

自平成15年10月１日 ～ 至平成16年３月31日

04 事業を承継しない会社の設立後最初の事業年度の終了の日より前の日

に申請する場合

（ ） （ ）例 平成15年10月１日に会社を新たに設立した場合で最初の事業年度の終了の日 平成16年３月31日

より前の日（平成15年11月１日）に申請するとき

自平成15年10月１日 ～ 至平成15年10月１日

また 「処理の区分」の②は、別表（2）の分類のいずれかに該当する場合は、同表の分類に従い、該当するコー、

ドを記入すること。
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10 ０ ６ 審査対象事業年度の前審査対象事業年度 の欄は 審査対象事業年度 の欄の 自平成 年 月「 」 、「 」 「

日」に記載した日の直前の審査対象事業年度の期間及び処理の区分を９の例により記載すること。

11 ０ ７ 審査対象事業年度の前々審査対象事業年度 の欄は 審査対象事業年度の前審査対象事業年度 の欄の「 」 、「 」

自平成 年 月 日 に記載した日の直前の審査対象事業年度の期間及び処理の区分を９の例により記「 」

載すること。

12 ０ ９ 「前回の申請の有無」の欄は、審査対象事業年度の直前の審査対象事業年度について経営状況分析を受け

た登録経営状況分析機関と同一の機関に申請をする場合は「１」を、そうでない場合は「２」を記入すること。

13 １ ０ 「単独決算又は連結決算の別」の欄は、申請者が会社法（平成17年法律第86号）第２条第６号の規定に基

づく大会社であり、かつ、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第24条の規定に基づき、有価証券報告書を内閣

総理大臣に提出しなければならない者である場合等、連結財務諸表で申請する場合は「２」を、そうでない場合は

「１」を記入すること。

「 」 、 、 、 、14 １ １ 商号又は名称のフリガナ の欄は カタカナで記載し その際 濁音又は半濁音を表す文字については

例えばギ 又はパ のように１文字として扱うこと。なお、株式会社等法人の種類を表す文字についてはフリガナは

記載しないこと。

15 １ ２ 「商号又は名称」の欄は、法人の種類を表す文字については次の表の略号を用いて、記載すること。

種 類 略 号

（例 （ 株 ） 甲 建 設 株式会社 （株）

乙 建 設 （ 有 ） ） 特例有限会社 （有）

合名会社 （名）

合資会社 （資）

合同会社 （合）

協同組合 （同）

協業組合 （業）

企業組合 （企）

16 １ ３ 「代表者又は個人の氏名のフリガナ」の欄は、カタカナで姓と名の間に１カラム空けて記載し、その際、

濁音又は半濁音を表す文字については、例えばギ 又はパ のように１文字として扱うこと。

17 １ ４ 「代表者又は個人の氏名」の欄は、申請者が法人の場合はその代表者の氏名を、個人の場合はその者の氏

名を姓と名の間に１カラム空けて記載すること。

18 １ ５ 「主たる営業所の所在地市区町村コード」の欄は 「全国地方公共団体コード （総務省編）により、主た、 」

る営業所の所在する市区町村の該当するコードを記入すること。

19 １ ６ 「主たる営業所の所在地」の欄は、18により記入した市区町村コードによつて表される市区町村に続く町

名、街区符号及び住居番号等を 「丁目 「番」及び「号」については－（ハイフン）を用いて、例えば 新 川 １、 」、

－ ４ － １ のように記載すること。

20 １ ７ 「主たる営業所の電話番号」の欄は、市外局番、局番及び番号をそれぞれ－（ハイフン）で区切り、例え

ば ０ ３ － １ ２ ３ ４ － ５ ６ ７ ８ のように記載すること。

21 １ ８ 当期減価償却実施額 の欄は 単独決算又は連結決算の別 の欄に １ と記入した者は 審査対象事「 」 、「 」 「 」 、

業年度に係る減価償却実施額（未成工事支出金に係る減価償却費、販売費及び一般管理費に係る減価償却費、完成

、 。工事原価に係る減価償却費 兼業事業売上原価に係る減価償却費その他減価償却費として費用を計上した額をいう

以下同じ ）を記載すること 「２」と記入した者は、記載を要しない。。 。

記載すべき金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示すること。

ただし、会社法第２条第６号に規定する大会社にあつては、百万円未満の端数を切り捨てて表示することができ

る。この場合、カラムに数字を記載するに当たつては、単位は千円とし、例えば , １,２ ３ ４,０ ０ ０

のように百万円未満の単位に該当するカラムに「０」を記載すること。

22 １ ９ 「前期減価償却実施額」の欄は、審査対象事業年度の前審査対象事業年度に係る減価償却実施額を21の例

により記載すること。

ただし 前回の申請の有無 の欄に １ と記入し かつ 前回の 当期減価償却実施額 の欄の内容に変更が、「 」 「 」 、 、 「 」

ないものについては、記載を省略することができる。

23 「連絡先」の欄は、この申請書又は添付書類を作成した者その他この申請の内容に係る質問等に応答できる者の

氏名、電話番号等を記載すること。
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別表(1)

00 国 土 交 通 大 臣 12 千 葉 県 知 事 24 三 重 県 知 事 36 徳 島 県 知 事

01 北 海 道 知 事 13 東 京 都 知 事 25 滋 賀 県 知 事 37 香 川 県 知 事

02 青 森 県 知 事 14 神 奈 川 県 知 事 26 京 都 府 知 事 38 愛 媛 県 知 事

03 岩 手 県 知 事 15 新 潟 県 知 事 27 大 阪 府 知 事 39 高 知 県 知 事

04 宮 城 県 知 事 16 富 山 県 知 事 28 兵 庫 県 知 事 40 福 岡 県 知 事

05 秋 田 県 知 事 17 石 川 県 知 事 29 奈 良 県 知 事 41 佐 賀 県 知 事

06 山 形 県 知 事 18 福 井 県 知 事 30 和 歌 山 県 知 事 42 長 崎 県 知 事

07 福 島 県 知 事 19 山 梨 県 知 事 31 鳥 取 県 知 事 43 熊 本 県 知 事

08 茨 城 県 知 事 20 長 野 県 知 事 32 島 根 県 知 事 44 大 分 県 知 事

09 栃 木 県 知 事 21 岐 阜 県 知 事 33 岡 山 県 知 事 45 宮 崎 県 知 事

10 群 馬 県 知 事 22 静 岡 県 知 事 34 広 島 県 知 事 46 鹿 児 島 県 知 事

11 埼 玉 県 知 事 23 愛 知 県 知 事 35 山 口 県 知 事 47 沖 縄 県 知 事

別表(2)

コード 処 理 の 種 類

10 申請者について会社の合併が行われた場合で合併後最初の事業年度の終了の日を審査基準日として申請す

るとき

11 申請者について会社の合併が行われた場合で合併期日又は合併登記の日を審査基準日として申請するとき

12 申請者について建設業に係る事業の譲渡が行われた場合で譲渡後最初の事業年度の終了の日を審査基準日

として申請するとき

13 申請者について建設業に係る事業の譲渡が行われた場合で譲受人である法人の設立登記日又は事業の譲渡

により新たな経営実態が備わつたと認められる日を審査基準日として申請するとき

14 申請者について会社更生手続開始の申立て、民事再生手続開始の申立て又は特定調停手続開始の申立てが

行われた場合で会社更生手続開始決定日、会社更生計画認可日、会社更生手続開始決定日から会社更生計

画認可日までの間に決算日が到来した場合の当該決算日、民事再生手続開始決定日、民事再生手続開始決

定日から民事再生計画認可日までの間に決算日が到来した場合の当該決算日又は特定調停手続開始申立日

から調停条項受諾日までの間に決算日が到来した場合の当該決算日を審査基準日として申請するとき

15 申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、外国建設業者の属する企業集団に属するものとして認定

を受けて申請する場合

16 申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、その属する企業集団を構成する建設業者の相互の機能分

担が相当程度なされているものとして認定を受けて申請する場合

17 申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、建設業者である子会社の発行済株式の全てを保有する親

会社と当該子会社からなる企業集団に属するものとして認定を受けて申請する場合

18 申請者について会社分割が行われた場合で分割後最初の事業年度の終了の日を審査基準日として申請する

とき

19 申請者について会社分割が行われた場合で分割期日又は分割登記の日を審査基準日として申請するとき

20 申請者について事業を承継しない会社の設立後最初の事業年度の終了の日より前の日に申請する場合

21 申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、一定の企業集団に属する建設業者（連結子会社）として

認定を受けて申請する場合
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国土交通省・都道府県知事コード表

00 12 24 36

01 13 25 37

02 14 26 38

03 15 27 39

04 16 28 40

05 17 29 41

06 18 30 42

07 19 31 43

08 20 32 44

09 21 33 45

10 22 34 46

11 23 35 47

市区町村コード

（１）

（２）

例）　　千代田区　　131016　　→　　13101

(財)地方自治情報センター https://www.lasdec.or.jp/cms/index.html

（３） 合併等により市区町村コードが変更されている場合がありますのでご注意ください。

和歌山県知事

鳥 取 県 知 事

福 岡 県 知 事

佐 賀 県 知 事

長 崎 県 知 事

熊 本 県 知 事

兵 庫 県 知 事

奈 良 県 知 事

(財)地方自治情報センターのホームページの地方公共団体コード一覧等で確認する場合
は、コードの先頭５桁を記入してください。

大 分 県 知 事

宮 崎 県 知 事

鹿児島県知事

沖 縄 県 知 事

島 根 県 知 事

岡 山 県 知 事

広 島 県 知 事

市区町村コードは経営規模等評価申請書及び総合評定値請求書に記載する市区町村コー
ドと同じコードを記載してください。

山 梨 県 知 事

福 井 県 知 事

栃 木 県 知 事

群 馬 県 知 事

茨 城 県 知 事

徳 島 県 知 事

香 川 県 知 事

愛 媛 県 知 事

高 知 県 知 事

京 都 府 知 事

大 阪 府 知 事

千 葉 県 知 事

東 京 都 知 事

宮 城 県 知 事

三 重 県 知 事

滋 賀 県 知 事

神奈川県知事

新 潟 県 知 事

富 山 県 知 事

国土交通大臣

北 海 道 知 事

青 森 県 知 事

岩 手 県 知 事

石 川 県 知 事

山 口 県 知 事

長 野 県 知 事

秋 田 県 知 事

山 形 県 知 事

埼 玉 県 知 事

岐 阜 県 知 事

静 岡 県 知 事

愛 知 県 知 事

福 島 県 知 事
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Ⅳ　分析手数料のお支払い方法について（郵送または持込による申請）

当財団へ分析申請いただく際の分析手数料は、13,500円（消費税等642円を含む）です。

お支払いには次の方法をご用意しております。

（１）「Pay-easy（ペイジー）」によるお支払い

・ 「Pay-easy」をご利用いただくことにより、お客様に払込手数料をご負担いただく必要がありませんので、ご利用を
お勧めします。

・ 当財団では、前年度に分析申請をしていただいた方を対象に”申請のご案内”へ払込取扱票を同封しております。
”申請のご案内”はお客様の決算月翌月にお送りしています。
　前年度にご申請のない方でもご利用が可能ですので、ホームページ「分析手数料のご案内」をご覧いただく
か、最寄の支部・事務所までお問いあわせください。

・ Ｐａｙ-ｅａｓｙ（ペイジー）をご利用の場合は、申請に必要な書類の「振替払込受付証明書」はありませんので不要で
す。

「Pay-easy」とは？

国内のほとんどの金融機関（銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農漁協、
ゆうちょ銀行）が共同で構築・運営している仕組みで、公共料金や自動車税の
お支払いなどにも普及している”安心、簡単、便利”なサービスです。

このマークのある郵便局・金融機関のATM、またはご契約されている
ネットバンキングをご利用ください。
郵便局（ゆうちょ銀行）、主要なコンビニエンスストアの窓口もご利用い
ただけます。
ご利用可能な金融機関・コンビニエンスストアは随時増加しております。
お手数でもホームページ「分析手数料のお支払い」ページ
（http://www.ciic.or.jp/tss/tss.html）より参照先へリンクしておりますの
でご覧ください。

（２）「Pay-easy（ペイジー）」以外の振替払込票によるお支払い

・ 郵便局または金融機関の窓口でお支払いいただけます。
お支払いに伴う払込手数料はお客様のご負担となります。
お支払い確認のため、分析申請書裏面へ振替払込受付証明書（お客様用）を貼付のうえご申請ください。

「Pay-easy」によるお支払い方法

当財団よりお客様へお送りする「Pay-easy」払込取扱票（継続申請のご案内へ同封）

　【ＡＴＭ・ネットバンキングをご利用される場合】

払込取扱票記載の支払番号（収納機関番号、お客様番号、確認番号）を画面の指示に従って入力してお
支払いください。

　【窓口をご利用される場合】・・・郵便局（ゆうちょ銀行）、主要なコンビニエンスストア

払込取扱票を窓口へお渡しのうえお支払いください。

　※当財団では、三菱ＵＦＪファクター（株）様の提供する収納代行サービスと契約しております。
　※「Pay-easy」払込取扱票は再発行することができませんので、大切に保管してください。

  ※当財団では、平成２１年４月１日から経営状況分析の電子申請によるお取扱いを開始いたしました。「CIIC電子申請」のご利
　　用による【電子申請割引】が適用される場合の分析手数料は、12,000円（消費税等571円を含む）となります。
　　【電子申請割引】に関する詳細は、当財団のホームページ＜CIIC電子申請のご案内＞
　　 （http://www.ciic.or.jp/bunseki/electronic.html）をご覧ください。
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  「Pay-easy」によるお支払いの流れ

・当財団では、前年度に分析申請をしていただいた方を対象に、決算

　月翌月に「申請のご案内」をお送りしています。

・上記以外の方もPay-easyをご利用いただくことが可能ですので、ご

　希望される方は当財団の支部・事務所までお問いあわせください。

コンビニエンスストア のご利用

 郵 便 局 または

 金融機関 のご利用

 ※平成21年4月1日から経営状況分析の電子申請によるお取扱いを開始いたしました。
　　【電子申請割引】により分析手数料12,000円にて経営状況分析をご申請いただける
　　こととなりました（割引の適用を受ける場合は下記のお支払いの流れとは異なる場合
　　があります）。お支払い方法などの詳細は当財団のホームページ＜CIIC電子申請の
　　ご案内＞ （http://www.ciic.or.jp/bunseki/electronic.html）をご覧ください。

　申請者様に
　　 ”申請のご案内”（Pay-easy払込票 同封）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 が届きます。

お支払い方法の選択

”Pay-easy払込票”を窓口へお渡しください

”Pay-easy払込票”をご用意ください

　①郵便局・金融機関のATMでのお支払い

　　　　　・ATMにてPay-easyによる払込を選択し、”Pay-easy払込票”に記載されている
　　　　　　「収納機関番号」「お客様番号」「確認番号」を画面の指示に従って入力してくだ
　　　　　　さい。

　　　　　・”Pay-easy払込”に対応した払込書読み取り機能のついたATMをご利用される
　　　　　　場合は、画面の指示に従って払込票挿入口に”Pay-easy払込票”を挿入してく
　　　　　　ださい。

　②ネットバンキング(金融機関)でのお支払い

　　　　　・契約されているネットバンキングの画面の指示に従って”Pay-easy払込票”に
　　　　　　記載されている「収納機関番号」「お客様番号」「確認番号」を入力してください。

　③郵便局窓口でのお支払い

　　　　　・”Pay-easy払込票”を窓口へお渡しください。
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Ⅴ　経営状況分析指標の算式および意味
上限値

下限値

5.1%

-0.3%

18.0ヶ月

0.9ヶ月

63.6%

6.5%

5.1%

-8.5%

350.0%

-76.5%

68.5%

-68.6%

・連結決算の場合、営業キャッシュフロー＝連結キャッシュ･フロー計算書
　における「営業活動によるキャッシュ・フロー」の額
・財務諸表が2期分のみの場合、前々期の額は０とみなす
・財務諸表が1期分のみの場合、前期の額は０とみなす
　また、2期平均はしない

・売上高には完成工事高及び兼業事業売上高を含む
・売上高＝０の場合は、下限値とみなす
･個人の場合、経常利益＝事業主利益

（財務健全性）

経常利益

注意事項

流動負債＋固定負債

売上総利益
・総資本＝負債純資産合計
・総資本（2期平均）が3,000万円未満の場合は、　3,000万円とみなして
　計算する
・財務諸表が1期分のみの場合、2期平均はしない

・売上高には完成工事高及び兼業事業売上高を含む
・流動負債＋固定負債＝負債合計
・売上高＝０の場合は、上限値とみなす

売上高

×100

×100

自己資本

（収益性･効率性）

総資本売上総利益率(X3)

売上高経常利益率（X4)

総資本（2期平均）

売上高

分析指標 算　式

負債回転期間(X2)
売上高÷12

（負債抵抗力）

純支払利息比率(X1) ×100
支払利息－受取利息配当金

（絶対的力量）

営業キャッシュフロー(X7)

15.0億円

固定資産

-10.0億円

自己資本対固定資産比率(X5)

自己資本比率(X6) ×100

　　※営業キャッシュフローの額は
　　　千円単位

・営業キャッシュフロー＝経常利益＋減価償却実施額
　－法人税住民税及び事業税
　＋貸倒引当金(長期含む・正の数値で計算)増減額
　－売掛債権(受取手形＋完成工事未収入金)増減額
　＋仕入債務(支払手形＋工事未払金)増減額
　－棚卸資産(未成工事支出金＋材料貯蔵品)増減額
　＋未成工事受入金増減額

営業キャッシュフロー

100,000
（2期平均）

・自己資本＝純資産合計
・連結決算の場合、自己資本＝純資産合計－少数株主持分
・固定資産＝０かつ自己資本≦０の場合下限値とみなす
・固定資産＝０かつ自己資本＞０の場合上限値とみなす

×100

・自己資本＝純資産合計
・連結決算の場合、自己資本＝純資産合計－少数株主持分
・総資本＝負債純資産合計
・総資本＝０の場合下限値とみなす

自己資本
総資本

分析指標 　　　　指標の意味　（　　　・・・高い方がよい数値　　　　　・・・低い方がよい数値）

利益剰余金
100,000

　（X1からX8の各指標の計算結果は、小数点第4位を四捨五入）

　　※利益剰余金の額は千円単位

利益剰余金(X8)
100.0億円

-3.0億円

･個人の場合、利益剰余金＝純資産合計

負債回転期間(X2)

売上高に対する純粋な支払利息の割合を見る比率で低いほどよい

負債総額が月商の何ヶ月分に相当するかを見る比率で低いほどよい

純支払利息比率(X1)

総資本売上総利益率(X3)

売上高経常利益率（X4)

総資本に対する売上総利益の割合、つまり投下した総資本に対する売上総利益の状況を示す比率で高いほどよい

売上高に対する経常利益の割合、つまり企業の経常的経営活動による収益力を示す比率で高いほどよい

自己資本対固定資産比率(X5)

自己資本比率(X6)

設備投資などの固定資産がどの程度自己資本で調達されているかを見る比率で高いほどよい

総資本に対して自己資本の占める割合、つまり資本蓄積の度合いを示す比率で高いほどよい

　経営状況点数(A) ＝ －0.4650×（X1） －0.0508×（X2） ＋0.0264×（X3） ＋0.0277×（X4）
　　　　　　　　　　 ＋0.0011×（X5） ＋0.0089×（X6） ＋0.0818×（X7） ＋0.0172×（X8） ＋0.1906　(小数点第3位を四捨五入)

　経営状況の評点(Y) ＝ 167.3×A ＋583　(小数点第1位を四捨五入)　　最高点： 1,595点　　最低点： 0点

営業キャッシュフロー(X7)

利益剰余金(X8)

企業の営業活動により生じたキャッシュの増減を見る比率で高いほどよい

企業の営業活動により蓄積された利益のストックを見る比率で高いほどよい
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Ⅵ　特殊事例について

1 合併（又は譲渡）があった場合

・ 合併登記の日又は合併期日 ・ 新設会社の設立日である合併登記の日

・ ・

・ ※

・
・

・

※

（特例による経審）

・当期の数値・・・・・・

・前期の数値・・・・・・その前期の存続会社の決算日の各勘定科目を合算したもの

・前々期の数値・・・・その前々期の存続会社の決算日の各勘定科目を合算したもの

①

② 譲渡は、吸収合併の場合の取扱いに準じてください。

なお、譲渡側が存続するときは、必ず譲渡企業とともに審査を受ける必要があります。

③ 合併、譲渡の契約内容が確認できる資料を添付してください。

④

2 会社分割があった場合

① 会社分割は、株式会社（特例有限会社を含む）に限って申請できます。

②

3 経営再建（会社更生、民事再生、特定調停）があった場合

①

②

③

ただし、額の確定までに相当の期間を要する場合等は、次の要領で作成した数値の財務諸表で
審査を受けることも可能です。これを「特例による経審」といいます。特例による経審を受けたとき
には、次回の経審（合併後１期）時には、改めて上記の財務諸表を作成して経営事項審査を受け
る必要がありますので注意してください。

前々期の数値・・・・その前期の存続会
社の決算日における存続会社と消滅
会社の各勘定科目を合算したもの

吸収合併

合併時、譲渡時を審査基準日として受ける経営事項審査は任意です。従来通り、合併があった事業年度の決算終了
日で経営事項審査を受けることもできます。

　合併、譲渡、会社分割や経営再建により、経営状況分析の申請をする場合は、次のとおり財務諸表を作成してくだ
さい。

　なお、これら特殊事例による経営事項審査の申請に関しては、それぞれの申請企業に応じた審査を行う必要があ
りますので、事前に許可を受けた行政庁並びに当財団へお問い合わせください。

審査基準日

当期の数値・・・・審査基準日における
財務諸表

当期の数値・・・・自己資本は設立時の貸借対照表
（開始貸借対照表）の数値

財
　
　
務
　
　
諸
　
　
表

前期の数値・・・・存続会社の直前の決
算日における存続会社と消滅会社の
財務諸表の各勘定科目を合算したもの

存続会社の直前の決算日における財務諸表の各勘定科目を合算したもの

経営状況は消滅会社の最終の決算に基づき各社の
数値を合算したもの

新設合併

これらの財務諸表については、内容が建設業法等関係法令に照らして適正であることを証明するため、公認会計士
又は税理士による「内容が適正である旨の証明」を添付してください。

会社更生法による経営事項審査は、更生手続開始決定日、更生計画認可日及び決算日が審査基準日となります。
更生手続開始決定日から更生計画認可日までは、修正財務諸表が必要です。

会社分割時（吸収分割、新設分割）の経営事項審査に関しては、原則として過去の実績を承継します。審査基準日と
財務諸表の考え方は、前述の合併（又は譲渡）があった場合に準じます。

前期の数値・・・・消滅会社の任意の１社を存続会社
とみなし、吸収合併に準じて作成した財務諸表

前々期の数値・・・・消滅会社の任意の１社を存続会
社とみなし、吸収合併に準じて作成した財務諸表

民事再生法による経営事項審査は、再生手続開始決定日及び決算日が審査基準日となります。再生手続申立日か
ら再生手続開始決定日までは、修正財務諸表が必要です。再生手続開始決定日以降は、財産評定後財務諸表が必
要です。

作成した財務諸表が、建設業法等関係法令に照らして適正であることを証明するため、公認会計士又は税理士によ
る「内容が適正である旨の証明」を添付してください。
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電話番号（地区担当）

　北海道 FAX ０３-３５４４-６９３２

　北海道・東北 　青森・秋田 FAX ０３-３５４４-６９３３

TEL　０３-３５４４-６９０３ 　岩手・福島 FAX ０３-３５４４-６９３４

　宮城・山形 FAX ０３-３５４４-６９３５

　東京 FAX ０３-３５４４-６９０５

　関　　東 　千葉・長野 FAX ０３-３５４４-６９０６

TEL　０３-３５４４-６９０１ 　神奈川・山梨 FAX ０３-３５４４-６９０７

　茨城・群馬 FAX ０３-３５４４-６９２５

　栃木・埼玉 FAX ０３-３５４４-６９２６

　愛知 FAX ０３-３５４４-６９２７

　中部・北陸 　岐阜・三重 FAX ０３-３５４４-６９２８

TEL　０３-３５４４-６９０２ 　新潟・静岡 FAX ０３-３５４４-６９２９

　富山・石川 FAX ０３-３５４４-６９３０

電話番号

TEL　０１１-２２２-２６８８

　

電話番号（地区担当）

　大阪 FAX ０６-６７６７-２８０５

　近　　畿 　兵庫 FAX ０６-６７６７-２８０６

TEL　０６-６７６７-２８０１ 　福井・滋賀・奈良 FAX ０６-６７６７-２８０８

　京都・和歌山 FAX ０６-６７６７-２８１０

　鳥取・香川 FAX ０６-６７６７-２８１４

　中国・四国 　島根・山口 FAX ０６-６７６７-２８１５

TEL　０６-６７６７-２８０２ 　岡山 FAX ０６-６７６７-２８１６

　徳島・愛媛・高知 FAX ０６-６７６７-２８１７

　広島 FAX ０６-６７６７-２８１８

　長崎・熊本 FAX ０６-６７６７-２８１９

　九州・沖縄 　大分・鹿児島 FAX ０６-６７６７-２８２１

TEL　０６-６７６７-２８０３ 　佐賀・宮崎・沖縄 FAX ０６-６７６７-２８２３

　福岡 FAX ０６-６７６７-２８２５

電話番号

TEL　０９２-４８３-２８４１

経営状況分析申請の手引き
編集・発行　一般財団法人 建設業情報管理センター
　　　　　　　　発行者所在地　〒104-0045　東京都中央区築地２丁目１１番２４号　第２９興和ビル７階
　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL 03-5565-6191　FAX 03-5565-6240　http://www.ciic.or.jp
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一般財団法人建設業情報管理センター（ＣＩＩＣ）

西日本支部
〒540-0005　大阪府大阪市中央区上町Ａ番１２号　上町セイワビル９階

ＦＡＸ番号（地区担当）

東日本支部

ＦＡＸ番号

FAX　０１１-２１９-１８２２

ＦＡＸ番号（地区担当）

北海道事務所
〒060-0004　北海道札幌市中央区北４条西３丁目１番地　北海道建設会館６階

FAX　０９２-４８３-２８４６

〒104-0045　東京都中央区築地２丁目１１番２４号　第２９興和ビル７階

九州事務所
〒812-0013　福岡県福岡市博多区博多駅東３丁目１４番１８号　福岡建設会館６階

ＦＡＸ番号

禁 無 断 転 載
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